
 

  日本語教育機関の運営に関する基準  
 

（趣旨） 

１ この基準は、日本語の学習を主な目的として来日し滞在する外国人を対象に日本語教育を行う教

育機関（以下「日本語教育機関」という。）がその目的を達成するために備える必要があると考え

られる要件を明らかにし、もって我が国における日本語教育機関の質的水準の向上に資すること

を目的とする。 
 
（自己評価等） 

１の２ 日本語教育機関は、その教育水準の向上を図り、当該日本語教育機関の目的及び社会的使命

を達成するため、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について自ら点検及び評価を行い、

その結果を公表するよう努めなければならない。 
② 前項の点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、 
適当な体制を整えて行うものとする。 

 ③ 日本語教育機関は、第１項の点検及び評価の結果について、当該日本語教育機関の職員以外の

者による検証を行うよう努めなければならない。 
 
（情報の積極的な提供）  

１の３ 日本語教育機関は、当該日本語教育機関における教育活動等の状況について、広く周知を図

ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。 
 
（修業期間） 

２ 日本語教育機関の修業期間は、１年以上とする。ただし、必要に応じ、６か月以上とするものと

する。 
 
（学年の始期及び終期） 

３ 日本語教育機関の学年の始期及び終期は、各日本語教育機関においてその規則で定めるものとす

る。ただし、学年の始期は原則として２度までとするものとする。 
 
（授業時数） 

４ 日本語教育機関の授業時数は、１年間にわたり７６０時間以上で、かつ、１週間当たり２０時間

以上とするものとする。 

 
（生徒数） 

５ 日本語教育機関の収容定員は、教員数、施設及び設備その他の条件を考慮して、当該日本語教育

機関の規則で定めるものとする。 
 
（同時に授業を行う生徒数） 

６ 日本語教育機関において、日本語の一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、２０人以

下とするものとする。 



 

 
（授業科目） 

７ 日本語教育機関においては、日本語学習の目的に応じて日本語教育を施すにふさわしい授業科目

を開設するものとする。  
 
（入学者選考） 

７の２ 日本語教育機関は、入学者の選考に関し、学習能力、勉学意欲、経費支弁能力等について適切な

方法により確認するものとする。 
 
（在籍管理） 

７の３ 日本語教育機関は、生徒の勉学、生活、資格外活動等について適切な在籍管理に努めるものとす

る。  
（教員数） 

８ 日本語教育機関には、校長、主任教員及び次の表に定める数の教員（主任教員を含む。）を置く

ものとする。 
 
 

生徒定員の区分 教  員  数 

 
生徒数６０人まで 

 
 

生徒数６１人以上 
 

 
３ 
 

   生徒定員 － ６０ 
３ ＋ 

   ２０ 
 

 
② 前項で必要とされる教員の数の２分の１以上は、専任の教員（常勤の校長が教員を兼ねる場合は、

当該校長を含む。）であることが望ましいが、当分の間３分の１以上とするものとする。 
ただし、専任教員は最低２人以上とするものとする。 

③ 校長が１０に規定する主任教員の資格を有する場合、校長は主任教員を兼ねることができるもの

とする。 
 

（校長の資格） 

９ 日本語教育機関の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務 
に原則として５年間以上従事した者であるものとする。 

 
（主任教員の資格） 

１０ 主任教員は、日本語教育に関する教育課程の編成など教育的知識・能力を備えた者とし、常勤 
の日本語教員又は日本語研究者として３年以上の経験を有する者であるものとする。 

② 主任教員は、専任教員のうちから選任するものとする。 
 



 

（教員の資格） 

１１ 日本語教育機関の教員は次の各号の一に該当するものとする。 

一 大学（短期大学を除く。）において日本語教育に関する主専攻（日本語教育科目４５単位以上）

を修了し、卒業した者 
二 大学（短期大学を除く。）において日本語教育に関する科目を 26 単位以上修得し、卒業した者 
三 日本語教育能力検定試験に合格した者 
四 次のいずれかに該当する者で日本語教育に関し、専門的な知識、能力等を有するもの 

(1) 学士の学位を有する者 
(2) 短期大学又は高等専門学校を卒業した後、2 年以上学校、専修学校、各種学校等（以下「学

校等」という。）において日本語に関する教育又は研究に関する業務に従事した者 
(3) 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において日本語に関する教育又は研究に関する業

務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該教育に従事した期間とを通算して 4
年以上となる者 

(4) 高等学校において教諭の経験のある者 
五 その他これらの者と同等以上の能力があると認められる者 

 

（校長・教員の欠格事由） 

１２ 日本語教育機関の校長又は教員となる者は、次の各号に該当する者ではないものとする。  
  一 禁治産者又は準禁治産者 
  二 禁固以上の刑に処せられた者 

三 教員免許状取上げの処分を受け、2 年以上を経過しない者 
   四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
  五 外国人の入国又は在留に関する不正行為を行い、3 年を経過しない者 
 

（位置及び環境） 

１３ 日本語教育機関の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものであるものとする。 
 

（校地） 

１４ 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えるものとする。 
 

（校舎） 

１５ 日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。 
 

（校舎の面積等） 

１６ 日本語教育機関の校舎の面積は、同時に授業を行う生徒１人当たり ２．３㎡以上とするもの

とする。ただし、１１５㎡を下回らないものとする。 
  ② 日本語教育機関の校舎には、教室、教員室、事務室、図書室、保健室その他必要な附帯施設を備

えるものとする。 
  ③ 日本語教育機関の教室は、同時に授業を行う生徒数に応じ、必要な面積を備えるものとする。 

  



 

（設備） 

１７ 日本語教育機関は、生徒数などに応じ、必要な種類及び数の視聴覚教育機器、図書その他の設

備を備えるものとする。 
 

（設置者) 

１８ 日本語教育機関を設置する者は、国及び地方公共団体のほか、次の各号に該当する者とする。 
一 日本語教育機関を経営するために必要な経済的基礎を有すること。 
二 設置者（法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員とする。）が日本語教育

機関を経営するために必要な知識又は経験を有すること。 
三 設置者（法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。）が社会的信望

を有すること。 
② 次の各号に該当する者（法人の場合は、当該日本語教育機関の経営を担当する役員を含む。）

は、設置申請できないものとする。 
一 申請時において、過去３年以内に日本語教育施設の審査事業の認定に関する規程（平成元年

１０月３日文部省告示第１３９号）第１条第１項並びに日本語教育機関の設備及び編制につい

ての審査･証明事業の認定に関する規程（平成１３年３月３０日法務省告示第１６９号）第１

条の規定に基づき認定を受けた審査等事業を実施する公益法人（以下「認定法人」という。）

から日本語教育機関の認定の取消しを受けた者又は廃校をした者 
二 １２に規定する校長・教員の欠格事由の各号に該当する者 

 
（経営の区分） 

１９ 日本語教育機関の経営は、その設置者が認定法人の認めた日本語教育機関以外の事業を行う場

合には、その事業の経営と区分して行われるものとする。 
 

（生活指導） 

２０ 日本語教育機関には、生活指導担当者を置くものとする。 
 ② 生活指導担当者は、生徒の生活指導及び進路指導に関する知識を有するとともに、１２に規定

する校長・教員の欠格事由の各号に該当しない者であるものとする。 
 

（健康管理） 

２１ 日本語教育機関は、生徒の入学後できるだけ早期にその健康診断を行うものとし、1年経過後、

再度健康診断を行うよう努めるものとする。 
 

（名称） 

２２ 日本語教育機関の名称は、日本語教育機関として適当なものであるものとする。 
 

（規則） 

２３ 日本語教育機関は、その規則を定め、少なくとも次の事項を記載するものとする。 
   一 修業期間、学年、学期及び授業を行わない日に関する事項 
  二 教育課程、学習の評価及び授業日時数に関する事項 
  三 収容定員及び教職員組織に関する事項 



 

  四 入学資格に関する事項 
  五 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項 
  六 寄宿舎に関する事項 
  七 その他必要な事項 
 

（附則） 

１４（校地）、１５（校舎）の規定の適用については、新規申請の日本語教育機関に限るものと

し、従前の基準により認定を受けた日本語教育機関の更新申請又は変更申請についてはなお従前

の例によるものとする。 
（従前の例) 

  （校地) 
    日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校地を備えることが望ましい。 
  （校舎） 
    日本語教育機関には、その教育の目的を実現するために必要な校舎を備えるものとする。た

だし、校舎の自己所有が困難な場合には、賃借権が適切に設定され教育機関として安定的に確

保されているものとする。 
 

（附則） 
  本基準は、平成１５年９月１日から施行し、平成１５年１１月１日以降の申請に係る審査から適

用するものとする。 
 

（附則） 
  本基準は、平成１９年８月２日から施行する。 
 
 
〔留意事項〕 
 なお、この日本語教育施設の基準に示したもののほか、日本語学校の質的水準の向上の観点から、

本協力者会議が留意すべきであると考えた点は次のとおりである。 
 
１ 昭和６０年５月１３日付の「日本語教員の養成等について」（日本語教育施策の推進に関する

調査研究協力者会議）及び昭和６２年４月１０日付の「日本語教員検定制度について」（日本語

教員検定制度に関する調査研究会）の両報告でそれぞれ示されているとおり、日本語教員には国

際的感覚と幅広い教養、豊かな人間性、日本語教育に対する自覚と情熱、日本語教育に関する専

門的な知識・能力などが求められていること。特に、日本語教育施設においては、その専任教員

の採用に当たって大学の学部における日本語教員養成の主専攻課程又は副専攻課程を修了した

者や日本語教育能力検定試験の合格者などの確保についての配慮が望まれること。 
 
２ 日本語教育施設における教育課程の編成に当たっては、現在、(財)日本国際教育協会及び国際

交流基金が共同して実施している「外国人日本語能力試験」の級別認定基準の各項目を参考とす

ること。 
 



 

３ 日本語教育施設においては、その対象とする外国人の多くが、日本の事情等を十分に理解する

に至っていない者であることを考慮し、生活指導を含め十分な配慮の下にその教育を行う必要が

あること。 
 
４ 日本語教育施設における１日当たりの授業時間数については、その対象とする外国人の主たる

来日目的が日本語の学習であることを考慮して、適切に配当すること。 
 
 
 


